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第１章 

はじめに 
 

 

本章では、建設業を取り巻く現状と課題や 

本書の位置付け、全体像を示します。 
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第１章 はじめに 

第１章 はじめに 

１ 建設業を取り巻く現状と課題 

建設業は、道路、橋梁、上下水道、公園、公共建築物など、市民生活に不可欠な社会資本の整

備・更新・維持管理を担う「地域の作り手」であるとともに、災害発生時には応急対応や復旧活

動の最前線を担う「地域の守り手」として、重要な役割を果たしており、新型コロナウイルス感

染症の拡大時においても「事業の継続が求められる事業者」に含まれるなど、市民の安全・安心

な暮らしを支え、地域社会の持続的な発展に不可欠な基幹産業です。 

一方で、建設業を取り巻く環境は大きく変化しています。人口減少や少子高齢化の進行に加

え、入職者の減少や離職者の増加により、担い手不足が深刻化しているほか、災害の激甚化・頻

発化や、高度経済成長期以降に集中的に整備されたインフラの老朽化への対応など、多くの課題

に直面しています。 

また、時間外労働の上限規制の適用により、これまで以上に限られた人員の中で、生産性を高

めながら効率的に業務を進めることが求められています。 

さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機として、社会全体でデジタル化が急速に進展

し、テレワークやオンライン会議といった新たな働き方の普及や外国人労働者の増加など、働き

方への考え方や働く人の意識・環境も大きく変化しています。 

このような状況の中、金沢市における建設業が将来にわたりその役割を果たし続け、安全・安

心で持続的に発展する成熟都市の形成を実現していくためには、地域社会全体に対し、建設業の

必要性や現状への理解をより深めていただくとともに、建設業に関わる産学官等の関係者が共通

の認識と連携のもと、担い手の確保・育成や生産性の向上、働きやすい職場環境の構築に向けた

取組を総合的に進めていくことが必要です。 

 

 

２ 本書の位置づけ 

本書は、金沢市における建設業を取り巻く現状や課題、これまでの取組等を改めて整理すると

ともに、将来にわたり持続性を確保していくために必要となる「担い手の確保」や「生産性の向

上」に向けた取組方針や具体的な取組内容、実施主体等を明らかにすることで、今後、建設業に

関わる建設業各団体、教育機関、行政機関等が連携のもと、各種取組を進めていくことが出来る

よう「建設業の持続性確保に向けた協議会（令和７年度発足）」が検討・協議し、取りまとめた

ものです。 
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第１章 はじめに 

３ 全体像 
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第１章 はじめに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 

社会的背景とこれまでの取組 
 

 

本章では、担い手不足の進行・災害の激甚化など本書策定の背景のほか、 

建設業界でこれまで取り組んできた施策について示します。 
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第 2 章 社会的背景とこれまでの取組 

第２章 社会的背景とこれまでの取組 

１ 担い手不足の進行 

(1) 全国 

全国の建設業就業者は令和７年時点で 478 万人であり、ピーク時の 685 万人（平成９年）か

ら約３割減少しています。加えて、建設従事者の年齢構成は、55 歳以上が 36.6%、29 歳以下 

が 11.9%と高齢化が進行しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)金沢市 

 金沢市内の建設業就業者は、令和３年時点で 18,968 人であり、ピーク時の 28,514 人（平成８

年）から約３割減少しています。また、年齢構成についても令和２年時点で 55 歳以上が 33.1%、 

29 歳以下が 12.4%（総務省「国勢調査」令和２年）であり、全国と同様に高齢化と若年層不足

の傾向が見られます。さらに、建設従事者の有効求人倍率が 5.98 倍（厚生労働省石川労働局

「最近の雇用失業情勢」令和８年）と高い水準にあり、慢性的な担い手不足が生じています。 

また、金沢市の技術職員数についても、令和 6 年時点で 485 人であり、ピーク時の 585 人

（平成 13 年）から約２割減少しています。 

このことから、民間・行政の双方において、担い手が不足しており、その確保が喫緊の課題と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

建設業の従事者数と全産業に占める割合の推移 

出典：国土交通省 公表資料（参考資料集 R8 年 4 月） 

建設従事者の年齢構成と全産業に占める割合の推移 

出典：国土交通省 公表資料（参考資料集 R8 年 4 月） 

金沢市における建設業就業者数の推移 

出典：金沢市統計書（R6 年）をもとに作成 

金沢市 技術職員数の推移 

出典：金沢市統計書（R6 年）をもとに作成 
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第 2 章 社会的背景とこれまでの取組 

 

２ 自然災害の激甚化・頻発化 

近年、全国各地において、地震や豪雨等の自然災害が頻発し、生命・財産のみならず社会経済

活動にも深刻な影響を及ぼしています。今後は、気候変動の影響により、こうした災害の激甚

化・頻発化がさらに進行することが懸念されています。 

 このような状況の中、建設業は、平時におけるインフラの維持管理を担うとともに、災害発生

時の初動対応や緊急点検、応急復旧、さらには生活再建に向けた復旧・復興工事に至るまで、地

域の安全・安心を支える極めて重要な役割を果たしています。 

 そのため、地域の安全・安心な暮らしを守っていくためには、地域に根ざした建設企業が一定

数確保され、災害時に迅速かつ的確に対応できる体制を維持することが不可欠です。 

 

 

 

 

  

発生年 災害の種類 被害状況 

寛文８年 

(1668 年) 

水害 

(犀川、浅野川) 
(市内) 溺死 78 人、破家 223 棟 

天明３年 

(1783 年) 

水害 

(犀川、浅野川) 
(市内) 溺死 500 人余 

寛政 11 年 

(1799 年) 

地震 

(寛政金沢地震) 

(金沢城下) 死者 15 人、 

   潰家 26 棟、破損家 4,169 棟 

慶応２年 

（1866 年） 

水害 

(犀川、浅野川) 

(市内) 流失した家屋 128 棟、浸水 3,449 棟 

   （死傷者あり） 

昭和６年 

（1931 年） 
水害 (市内) 浸水 350 棟 

昭和 38 年 

(1963 年) 

豪雪 

(38 豪雪) 

(県内) 死者 24 人、負傷者 151 人 

    住家全半壊 537 棟 

昭和 55-56 年 

(1980-81 年) 

豪雪 

(56 豪雪) 

(県内) 死者 3 人、負傷者 60 人 

    住家全半壊 28 棟、一部破損 619 棟 

昭和 58 年 

(1983 年) 
大雨・強風 

(県内) 床上浸水 2 棟、床下浸水 242 棟 

    堤防決壊 208 箇所、道路決壊 152 箇所 

    山・がけ崩れ 42 箇所 

平成 3 年 

(1991 年) 
台風 

(県内) 死者 1 人、負傷者 54 人 

    全壊 7 棟、一部損壊 11,747 棟 

平成 10 年 

(1998 年) 
大雨・強風 

(市内) 建物半壊 4 棟、一部損壊 1 棟 

    床上浸水 128 棟、床下浸水 450 棟 

    堤防決壊 26 箇所、市道路肩決壊 63 箇所 

平成 16 年 

(2004 年) 
大雪 

(市内) 負傷者 22 人 

    住家全半壊 2 棟 

平成 20 年 

(2008 年) 

集中豪雨 

(浅野川水害) 

(市内) 全半壊 11 棟、一部破損 7 棟 

    床上浸水 507 棟、床下浸水 1,476 棟 

令和 4 年 

(2022 年) 
大雨 

(市内) 半壊 2 棟、一部破損 2 棟 

    床上浸水 3 棟、床下浸水 25 棟 

令和６年 

(2024 年) 

地震 

(能登半島地震) 

(市内) 全壊 56 棟、大規模半壊 81 棟、 

中規模半壊 41 棟、半壊 304 棟、 

準半壊 646 棟、一部損壊 22,763 棟 

令和７年 

(2025 年) 
大雨 (市内) 床上浸水 141 棟、床下浸水 335 棟 

堤防越水（浅野川水害） 

法面崩壊（土砂災害） 

出典：石川県災異誌、金沢市地域防災計画をもとに作成 

液状化被害（令和６年能登半島地震） 

＜金沢市 主な災害履歴＞ 
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第 2 章 社会的背景とこれまでの取組 

３ インフラ施設の老朽化 

金沢市では、高度経済成長期以降において、道路、橋梁、上下水道等のインフラ施設が集中的に 

整備されており、これらの施設は整備から相当の年数が経過し、老朽化が着実に進行しています。 

 今後は、更新需要の増大が見込まれる中、限られた人材や財源のもとで、適切な維持管理を継続し

ていくことが求められています。 

 そのため、点検・補修を担う人材の育成を図るとともに、デジタル技術の活用等による維持管理の

高度化・効率化を推進していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜金沢市 インフラ施設の年度別整備状況＞ 

出典：金沢市公共施設等総合管理計画（R５年９月） 

橋 梁 

上下水道管 
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第 2 章 社会的背景とこれまでの取組 

 

４ デジタル技術の進展 

近年、ICT 機器の普及や AI、5G、クラウド等の革新的な技術の進展により、デジタル技術は

社会のあらゆる分野に浸透し、人々の生活や経済活動のあり方は大きく変化しています。 

こうした動きを踏まえ、国土交通省においては、ICT 施工や遠隔臨場、BIM/CIM、AI の活用

など、建設現場の生産性向上に向けた様々な取組が進められています。 

一方、金沢市においては、ICT 施工の実施件数が令和７年度時点で累計２件であるなど、これ

らの技術の導入は一部に限られており、十分に普及している状況にはありません。 

しかしながら、限られた時間や人材の中で事業を着実に推進していくためには、デジタル技術

の活用による業務の省力化・省人化を図り、建設現場における生産性を向上させていくことが不

可欠です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ICT 施工の実施状況（工種別）＞ 

出典：国土交通省 公表資料（令和 7 年） 

国土交通省 

都道府県・政令市 
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第 2 章 社会的背景とこれまでの取組 

５ これまでの主な取組 

金沢市では、建設業の持続的な発展に向け、これまでも「担い手の確保」と「生産性の向上」

の２つの観点から取組を推進してきました。以下に、主な取組を整理します。 
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第 2 章 社会的背景とこれまでの取組 
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第 4 章 取組内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 

課題の整理と取組方針 
 

 

本章では、アンケート等から得られた結果を分析し、 

今後、対応すべき課題とその解決に向けた取組方針を示します。 
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第 3 章 課題の整理と取組方針 

 

第３章 課題の整理と取組方針 

１ 建設業の持続性確保に向けた検討体制・経緯 

（1）建設業の持続性確保に向けた検討体制 

金沢市では、建設業が置かれている厳しい状況を踏まえ、これまでも担い手の確保及び生産性

の向上の観点から、様々な取組を推進してきました。しかしながら、今後は人口減少や高齢化の

進行、災害の激甚化・頻発化などにより、建設業を取り巻く環境はさらに厳しさを増すことが懸

念されます。 

このような状況においても、建設業が「地域の作り手・守り手」としての役割を果たし、市民

の安全・安心な暮らしを支え、地域社会を持続的に発展に寄与していくためには、担い手の確保

及び生産性の向上に向けた取組をより一層推進していくことが不可欠です。 

このため、令和７年度より、建設業界の各団体や関連行政機関等と連携し、担い手の確保及び

生産性の向上に資する具体的な施策について検討・協議を行う「建設業の持続性確保に向けた協

議会」を設置し、アンケートの実施や施策検討等を進めてきました。 

 

（2）検討経緯 

  令和７年８月22日 第１回作業部会 

      10月10日 第１回協議会 

      11月13日 第２回作業部会 

      12月18日 第２回協議会 

  令和８年２月10日 第３回作業部会 

３月16日 第３回協議会 

５月25日 第４回協議会 

※作業部会：本協議会の構成団体のメンバーにより構成され、 

アンケートの実施等を通じて実態把握を行うとともに、 

担い手の確保や生産性の向上に向けた具体的な施策について 

検討・協議を行い、その結果を本協議会に付議する組織 

 

（3）アンケートの概要 

 【内 容】 休日・時間外労働の実績 ／ 担い手の確保や生産性の向上に関する事項 

 【対 象】 本協議会に参画する建設業界の 7 団体 

 【回答数】 事業者 86 社 ／ 従事者 286 名  

建
設
業
界 

各
団
体 

 （一社）金沢建設業協会 

 （一社）金沢建設防災協会 

 （一社）石川県造園緑化建設協会 

 （一社）石川電設協会 

 （一社）石川県建設コンサルタント協会 

 （一社）石川県測量設計業協会 

 （一社）石川県地質調査業協会  

教
育
機
関 

 金沢工業大学 

石川工業高等専門学校 

 金沢市立工業高等学校 

行
政
機
関 

 国土交通省 金沢河川国道事務所 

 厚生労働省 石川労働局 

 石川県 

 金沢市 

＜本協議会 構成団体＞ 
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第 3 章 課題の整理と取組方針 

 

２ アンケート等から見える課題 

本協議会に参画する建設業界の各団体を対象に実施したアンケート調査の結果や各種公表資料等

から「担い手の確保」と「生産性の向上」の観点で課題を整理し、以下に示します。 

（1）担い手の確保（新規入職者の獲得） 

 ① 建設現場で不足している人材（アンケート結果（従事者）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 担い手の確保に向けて必要と思う取組（アンケート結果（事業者）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 高校３年生が進路決定に影響を受けること（出典 （一財）建設業振興基金 公表資料（令和６年）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課 題 
新規入職者を獲得するためには、工業系の学生に限らず、工業系以外の学生や 

保護者、教育関係者など、幅広い層に対する情報発信が必要である。 

現場技術者や作業員の不足が顕在化している 

工業系の学生だけでなく、工業系以外の学生に対して

の情報発信の必要性を感じている 

高校３年生は、進路決定する上で、親（保護者）や学

校の先生などの身近な大人の影響を大きく受けている 
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第 3 章 課題の整理と取組方針 

 
 

（2）担い手の確保（人材の定着） 

 ① 建設業における新卒３年以内の離職率（出典 新卒者の離職状況（厚生労働省）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 月当たりの時間外労働時間と時間外労働の要因（アンケート結果（従事者）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 熱中症による業種別死傷者数（出典 厚生労働省公表資料（令和６年）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課 題 

人材の定着を図るためには、書類業務の分業化や人材育成の強化による時間外 

労働の縮減に加え、暑熱対策の充実を図るなど、働きやすい職場環境の整備を 

推進する必要がある。 

新卒入職者の 3 年以内の 

離職率が高水準で推移 

多くの書類作成や知識・経験を持つ人材

の不足により時間外労働が発生 

＜月当たりの時間外労働時間＞ ＜時間外労働時間の要因＞ 

外業が多い建設業は、他産業と比較して、

熱中症による死傷者数が多い 
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第 3 章 課題の整理と取組方針 

 
 

（3）生産性の向上（業務改善） 

① 月当たりの時間外労働時間と時間外労働の要因（アンケート結果（従事者）） ※再掲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 多くの時間を費やす書類と特に忙しい時期（アンケート結果（従事者）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課 題 
生産性を向上するためには、書類業務の簡素化や関係者調整の効率化、 

施工時期の平準化などにより、業務改善を図る必要がある。 

  

書類関連業務が時間外労働の要因となっている 

適切工期の確保が求められている 

＜月当たりの時間外労働時間＞ ＜時間外労働時間の要因＞ 

＜多くの時間を費やす書類＞ ＜特に忙しい時期＞ 

協議・打合せや施工計画など、受発注者間の調整を伴う書類の作成や 

日常的に行う写真整理に多くの時間を要している 

また、年度内竣工を背景とした繁忙期の偏りがみられる 
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第 3 章 課題の整理と取組方針 

 
 

（4）生産性の向上（デジタル技術等の活用） 

① 等級別 ICT 施工の経験割合（平成 28～令和 3 年度）（出典 国土交通省 公表資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 時間外労働の要因と多くの時間を費やす書類（アンケート結果（従事者）） ※再掲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課 題 
生産性を向上するためには、ICT等のデジタル技術や AI技術を活用し、 

建設現場全体において省人化・省力化を推進していく必要がある。 

 

 

 

 

国土交通省発注工事において地域企業は、ICT 施工の経験割合が低い 

また、本市においても活用実績は少なく、ICT 施工の普及が進んでいない 

＜時間外労働時間の要因＞ ＜多くの時間を費やす書類＞ 

書類作成等の人手のかかる業務が時間外労働の要因となっている 
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第 3 章 課題の整理と取組方針 

 

３ 課題解決に向けた取組方針 

 前述の課題からも明らかなように建設業の持続性を確保するためには、新規入職者の確保から

育成・定着までを一体的に進める「担い手の確保」と、既存業務の改善やデジタル技術の活用に

よる「生産性の向上」に向けた取組をより一層推進していくことが不可欠です。 

 そのため、「地域を支える持続可能な建設業の実現」に向け、以下に示す４つの基本方針に基

づく各種取組の推進が必要です。 

 

（1）基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）目指す将来像 
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第４章 

具体な取組提案 
 

 

本章では、基本方針に基づく取組の提案内容について示します。 
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第 4 章 具体な取組提案 

 

第４章 具体な取組提案 

１ 取組一覧（基本方針別） 

方
針 

項 目 取組の種別 

建
設
業
の
魅
力
向
上
と
発
信
強
化 

1-1 適正な積算及び労務単価等の適用 継続 

1-2 就業者の適正賃金の確保や社会保険加入の徹底 継続 

1-3 週休２日の推進 継続 

1-4 余裕期間制度の活用 拡充 

1-5 イメージアップ 拡充 

1-6 工業系学生への情報発信 拡充 

1-7 工業系以外の学生への情報発信 拡充 

1-8 保護者や先生への情報発信 拡充 

1-9 求職者への情報発信 拡充 

人
材
の
定
着
・育
成
の
推
進 

2-1 快適トイレの設置 拡充 

2-2 熱中症対策 拡充 

2-3 現場事務所の快適化 拡充 

2-4 建設事務ディレクターの採用 新規 

2-5 技術系資格の取得支援 継続 

2-6 建設キャリアシステム（CCUS）の活用 新規 

2-7 表彰制度の導入 新規 

2-8 研修会・交流会の開催 拡充 

公
共
事
業
の 

業
務
改
善
・平
準
化 

3-1 書類作成の簡素化 拡充 

3-2 書類作成の効率化 新規 

3-3 情報共有システムの活用 拡充 

3-4 電子納品の活用 拡充 

3-5 電子契約の活用 継続 

3-6 適正工期の確保 継続 

デ
ジ
タ
ル
技
術 

の
活
用
拡
大 

4-1 ICTの活用 拡充 

4-2 BIMの活用 新規 

4-3 遠隔臨場の実施 拡充 

4-4 画像解析技術の活用 拡充 

4-5 施工管理ツールの活用 拡充 



  

- 20 - 

第 4 章 具体な取組提案 

 

基本方針① 建設業の魅力向上と発信強化 
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第 4 章 具体な取組提案 
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第 4 章 具体な取組提案 
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第 4 章 具体な取組提案 
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第 4 章 具体な取組提案 
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第 4 章 具体な取組提案 
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第 4 章 具体な取組提案 
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第 4 章 具体な取組提案 
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第 4 章 具体な取組提案 
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第 4 章 具体な取組提案 

 

基本方針② 人材の定着・育成の推進 
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第 4 章 具体な取組提案 
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第 4 章 具体な取組提案 
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第 4 章 具体な取組提案 
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第 4 章 具体な取組提案 
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第 4 章 具体な取組提案 
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第 4 章 具体な取組提案 

 
 

 

 



  

- 36 - 

第 4 章 具体な取組提案 
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第 4 章 具体な取組提案 

 

基本方針③ 公共事業の業務改善・平準化 
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第 4 章 具体な取組提案 
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第 4 章 具体な取組提案 
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第 4 章 具体な取組提案 

 

基本方針④ デジタル技術の活用拡大 

 



  

- 44 - 

第 4 章 具体な取組提案 
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第 4 章 具体な取組提案 
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第５章 

取組の推進に向けて 
 

 

本章では、建設業の持続性確保に向けた 

各実施主体での取組の推進について示します。 
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第 5 章 取組の推進に向けて 

第５章 取組の推進に向けて 

今般、本協議会において、金沢市の建設業に関わる産学官の関係者が認識を共有し、真摯に議

論を重ね、「建設業の持続性確保に向けた取組に関する提案書」を取りまとめることができたこ

とは、今後、関係者が課題解決に向けた取組を進める上での方向性を明示した点において大変有

意義であると考えます。 

また、このことは、市町村レベルの取組としては県内初、全国的にも先進的であるとともに、

県都金沢市の情勢を踏まえた本提案書は、県内の他市町村にとっても参考となるものと考えられ

ます。 

 本書において提案した各取組の実施にあたっては、建設業各団体がそれぞれの実情に応じて、

持続性の確保に向けた基本方針である「建設業各団体の魅力向上と発信強化」「人材の定着・育

成の推進」「公共事業の業務改善・平準化」「デジタル技術の活用拡大」などに主体的に取り組

むことが重要です。また、行政機関や教育機関は、建設業各団体の取組を後押しする環境整備や

人材育成、進路・就職支援等に取り組み、関係者が一体的に取組を推進することが望まれます。 

さらに、取組を進める中で新たに顕在化する課題については、意見交換やプロジェクトチーム

の設置等を通じ、関係者が連携した取組の改善・充実に継続的に取り組むことで、建設業各団体

が社会資本の整備・更新・維持管理を担う「地域の作り手」としての役割と、災害時の応急対応

や復旧活動を担う「地域の守り手」としての役割を将来にわたって維持し、地域を支える持続可

能な建設業の実現を目指していく必要があります。 

 

【取組の推進】 
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